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令和３年 第３回 高鍋町農業委員会 総会 議事録 

 

１．開催日時  令和３年 ３月２９日（月）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員        ７名 

        農地利用最適化推進委員 ６名 

農業委員 

   １番 山口 裕三   ２番 松井 正一郎   ３番 松崎 久範 

   ５番 上野 光正   ７番 幸妻 正浩   会長 坂本 弘志 

農地利用最適化推進委員 

   １番 橋口 卓史   ２番 坂本 実    ３番 橋口 昌央 

   ５番 永友 定己   ７番 坂本 幸     ８番 宮越 美秋 

４．欠席委員 農地利用最適化推進委員 １名 

６番 小嶋 秀樹 

 

５．議事日程 

第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

第２  会期の決定（別記のとおり） 

第３  諸報告 

第４  議案第１４号  農地移動適正化あっせん事業について 

第５  議案第１５号  農地法第３条の規定による許可申請について 

第６  議案第１６号  農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認

について 

第７   議案第１７号  農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認

について 

第８  議案第１８号  非農地証明交付申請の承認について 

第９  議案第１９号  農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計

画の決定について 

第１０ 議案第２０号  荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断について 

第１１ 議案第２１号  令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価（案）及び、令和３年度の目標及びその達

成に向けた活動計画（案）について 

６．事務局職員  事務局長  飯干 雄司   事務局長補佐 小澤 宏之 

         係  長  兵藤 衣重   主  査   佐野 由美     

  

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

 では、皆さんこんにちは。 

 

【あいさつの声】 

 

 ただいまから、令和３年第３回高鍋町農業委員会総会を開会いたします。 

それでは、会の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

 それでは始めます。 

 本日は、農業委員は、７名が出席です。 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

 農地利用最適化推進委員は、６名が出席です。 

 

 なお、欠席の小嶋秀樹推進委員からは、欠席届が提出されております。 

 

 本日は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業委員会会

議規則第１１条の規定に該当する案件がございます。 

 議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いします。 

 

これより議事に入ります。日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名

を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。            

本日の議事録署名委員には、１番山口裕三委員、３番松崎久範委員を指名い

たします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。            

 日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり本日３月２９日の１

日間といたします。          

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。    
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［事務局］ 

 はい。事務局です。２ページを御覧ください。 

 まず、３月の業務報告についてでございます。 

 ３日には、大字○○の東側の地区の非農地判断現地調査に坂元洋子委員と永

友定己推進委員が出席しております。 

 ４日から２２日にかけて、高鍋町議会定例会が開催され、農業委員会関係で

は、日髙正則議員から、「５年後１０年後を見据えた農業経営について」の一般

質問がございました。 

 １６日には、宮崎県女性農業委員連絡協議会第２回研修会が木城町で開催さ

れ、坂元洋子委員が出席しております。 

 ３月の総会関係でございますが、２３日に現地調査を行い、本日２９日が総

会となっております。 

 続きまして、４月の業務計画でございます。 

 ４月の総会関係でございますが、２１日に現地調査、２７日に総会を行うこ

ととしておりますので、よろしくお願いします。 

 業務報告及び業務計画については以上でございます。 

 

 ３ページを御覧ください。 

 県進達経過報告を申しあげます。 

 ４条１件、５条１件、３月１１日付で許可となっております。 

 

［議長］ 

 ただいまの報告並びに２ページから３ページについて、御意見、御質問はご

ざいませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程番号４、議案第１４号「農地移動適正化あっせん事業について」を議題

とします。 

農地移動適正化あっせん事業実施要領の９のアの規定による申出について、

事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい。 

１番 令和３年３月５日 売渡しの申出です。 

申出者   ○○○○ 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番  田 １，０９１㎡ ほか２筆 

   

 以上、この申出につきまして、あっせん委員の指名をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、あっせん委員の指名をいたします。 

 

１番 売渡し 申出 担当委員 ５番 永友 定己   推進委員 

          順番委員 １番 橋口 卓史   推進委員 

 よろしくお願いします。 

 

日程番号５、議案第１５号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

９ページをお開きください。 

議案第１５号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 

１番 有償移転  

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番   

畑 ２，１２４㎡  

   譲渡人   ○○○○ 

   譲受人   ○○○○ 

この件につきまして、山口委員お願いいたします。 
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［議長］ 

１番。 

 

［１番］ 

 １番。山口。場所は○○の坂を上って行って右側に入った山手の方です。 

 この前、反対からみんなで行ったところなんですけど、今回○○○○さんが

買うということで、行ったらほうれん草を植えてるところでした。 

 それで、これ値段全部で○○○○円です。 

 余談にはなるんですけども、ちょっと狭いんじゃないかということで、一ツ

瀬に問い合わせをして図ってもらったんですけど、逆に隣の荒れてるところが

○○○○さんという人の土地なんですけど、そちらの方に逆に広いというふう

に一ツ瀬は言われておりました。正確にはもう測量士に言わないと分からない

けども、一ツ瀬の回答は逆に○○○○さんとこが○○○○さんの土地の方に入

り込んでますよということでした。以上です。 

 

［議長］ 

 はい。推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

 推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 はい。新規就農をされて○○○○さん、４年になるらしいんですけど、若い

人が農業をするっていうことは応援してやったらいいなと思います。 

 

［議長］ 

はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。１１ページをお開きください。農地法３条調査書を付けております。 

農地法３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると考

えます。 

譲受人は、主に○○地区において、ほうれん草を栽培しております。今回の
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申請は農業経営規模の拡大であり、申請地においてほうれん草を栽培する予定

であり、本件の権利取得により周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障は生じないものと考えられます。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり許可することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり許可とすることに決定い

たしました。 

 

 ２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。２番 有償移転  

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番   

畑 ７７２㎡  

    譲渡人   ○○○○ 

    譲受人   ○○○○ 

この件につきまして、上野委員お願いいたします。 

 

［議長］ 

５番。 

 

［５番］ 

はい。説明をさせていただきます。場所は資料の１２ページを見てください。

上の○○が○○の○○になります。下の集落が○○の○○ですね。 

 今年１月の農業委員会でも申請した農地と隣接をしております。この黄色い

ところが申請地になります。 

 譲受人の○○○○さんは○○、○○、○○と近年農地を次々と購入をされて

おります。前回購入をされました申請地周りの隣接地辺りについては、ブルト
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ーザーで畦畔除去されて整備をされておりました。 

 今回の購入金額は○○○○円ということで、一反当り１０ａ当りに直します

と○○○○円ということです。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

 推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 はい。ありません。 

 

［議長］ 

はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。１３ページをお開きください。農地法３条調査書を付けております。 

農地法３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると考

えます。 

譲受人は、主に○○地区において加工米、飼料米を栽培しています。今回の

申請は経営規模の拡大であり、本件の権利取得により周辺の農業上の効率的か

つ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり許可することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり許可することに決定いた

しました。 

 

 日程番号６、議案第１６号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 
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１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

［事務局］ 

 はい。１４ページをお開きください。 

 議案第１６号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認について」 

 １番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 １８９㎡  

    申請人 ○○○○ 

 転用目的は農業用倉庫です。 

 担当の坂元委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

６番。 

 

［６番］ 

 はい。６番説明します。申請者○○○○さんの家の横に農業用倉庫２棟農地

に建設しており、農地転用の追認申請です。 

申請地は農地であるにも関わらず、転用せずに農業用倉庫として利用し、農

地法の許可が必要であることを知らず指導され、今後も農業用倉庫として活用

したく申請されました。 

 現地は１０号線より○○に向かい、４００ｍ入ったところにあります。倉庫

の中には農業用機械が収納してありました。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。申請地は、過去の公共投資の実績もない、小集団の生産性の低い農地

であることから第２種農地と判断されます。第２種農地は、その農地を申請す

ることがやむを得ないと認められるときは、転用許可対象です。 

 

［議長］ 
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ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

［事務局］ 

 はい。 

 ２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 １，０３０㎡  

    申請人 ○○○○ 

 転用目的は太陽光発電施設の設置です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明を申しあげます。場所は資料の１９ページから見てください。こ

のまま見ますと北の○○のところから○○橋に行く途中堤防の手前のところで

あります。この辺りは最近太陽光ラッシュで既に何箇所も設置がしてあるとこ

ろであります。今回は○○の支援で申請者が設置される予定となっております。 

設置費用は○○○○円ということで、全額金融業者から借り入れ予定であり

ます。 

 期間は２４年で、買い取り価格は１キロ○○○○円となっております。 

 本件転用は太陽パネルの設置でありまして、土地造成は砂利敷きのみで雨水

等は現状通り自然浸透となっております。管理の○○水利組合の○○○○会長

から問題ないということで、承認確認を得ているところであります。以上で説

明を終わります。 
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［議長］ 

事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。申請地は、都市計画用途区域、準工業地域に規定する用途地域が定め

られた地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地

は転用許可対象です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

日程番号７、議案第１７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 ２３ページをお開きください。 

 議案第１７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認について」

です。 

 １番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 １，４８３㎡  

    所有権移転です。 

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は太陽光発電施設の設置です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 
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 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明をいたします。場所は２６ページを見ていただきますと、ちょっ

と分かりにくいんですけども、○○から東側の○○地区になりまして、周囲は

宅地に囲まれております。 

現況は牧草が植えてありました。○○の○○○○が購入して太陽光発電を予

定しております。 

購入価格が○○○○円で、１０ａ当り約○○○○円になります。 

本転用は太陽光パネルの設置でありまして、土地の造成は整地及び転圧のみ

で雨水等は現状通り自然浸透となっております。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画用途区域、第一種住居地域に用途地域が定められ

た地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転

用許可対象です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 ２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ７６０㎡ ほか１筆 
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    所有権移転です。 

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は太陽光発電施設の設置です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。場所は資料の３２ページを見ていただきますと、先ほど＊＊＊＊番が

○○○○さん４条申請だったんですが、その上下＊＊＊＊と＊＊＊＊というこ

とになっております。○○の同じく○○○○が土地購入をするという予定にな

っております。現況は休耕地です。 

 土地購入費が○○○○円ということで、１０ａ当り約○○○○円となります。 

これも太陽パネルの設置でありまして、土地造成が砂利敷きのみで雨水等は

現状通り自然浸透になります。管轄の○○水利組合長の○○○○組合長から問

題なしという回答を得ております。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。訂正させてください。○○○○さんが○○ではなくて、○○となって

おります。 

 

［５番］ 

 すみません。 

 

［事務局］ 

 いいえ。 
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申請地は、都市計画用途区域、準工業地域に用途地域が定められた地区にあ

る農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転用許可対象

です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

 ３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ５４２㎡ ほか１筆 

    所有権移転です。  

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は太陽光発電施設の設置です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明をさせていただきます。資料の３７ページを見ていただきますと、

ちょっと左上に隠れてますけども、○○がありまして○○の東側に○○があり

ます。○○の前からずっと東の堤防の方に入って行って○○の東下が申請地に

なります。ここは２筆ということです。現況は休耕地です。ここも○○○○が

購入して太陽光発電を予定しております。 
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 土地購入費が○○○○円ということで、１０ａ当り約○○○○円となってお

ります。ここも転用が太陽光パネル設置ということで、土地造成は整地及び転

圧のみで雨水等は現状通り自然浸透となっております。同じく管轄の○○水利

組合の○○○○組合長から問題ないということで確認を得ております。以上説

明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画用途区域、第一種住居地域に用途地域が定められ

た地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転

用許可対象です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。２４ページをお開きください。 

 ４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ５７㎡  

    所有権移転です。 

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は進入路です。 

 担当の坂元委員より御説明をお願いいたします。 
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［議長］ 

 ６番。 

 

［６番］ 

 はい。６番。説明します。○○○○さんから○○○○さんへの所有権移転と

追認申請です。 

金額は○○○○円ということです。 

この件は昭和５０年当時建築する際に進入路として転用する必要があったの

ですが、当時されてないまま現在に至り、今回建築される○○○○さんが建築

基準法に基づいて公道からの進入路の目的により申請されました。 

現地は１０号線より○○に向かい５００ｍ東へ入ったところにあります。 

以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、周辺農地の広がりが１０ｈａ以上の区域内にある農地であ

ることから第１種農地と判断されますが、住宅その他申請に係る土地の周辺の

地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に設置されるものに該

当するため、転用許可対象となります。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

 はい。 

 ５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ４７８㎡  

    所有権移転です。 

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は宅地分譲です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明いたします。資料の４９ページを見てください。ちょっと分かり

にくいんですが、ちょっと縦に見てもらうと上の方に○○って書いてあるのが

今の○○になります。○○から道路隔てて○○の○○がありましたが、そこか

らずっと南に下ったところになります。隣が○○とかいうのがありまして、そ

の隣になります。 

 ここが現況が休耕地で周りが全部宅地であります。○○の○○が購入して宅

地分譲をされる予定だそうです。 

 購入価格は○○○○円ということで、一坪当り約○○○○円になっておりま

す。補助はブロック塀を設置して敷地内の雨水の流出を防ぐとともに、汚水そ

れから雑排水というのは公共下水道に接続をされる予定となっております。以

上説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画用途区域、第二種中高層住居専用地域に用途地域
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が定められた地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３

種農地は転用許可対象です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

 ６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ７８㎡ ほか１筆 

    所有権移転です。 

    譲渡人 ○○○○ 

    譲受人 ○○○○ 

 転用目的は一般個人住宅です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。説明をさせていただきます。資料の５３ページを見てください。横に

このまんま見ていただきますと、図面の中央に国道１０号線が南北に走ってお

ります。国道沿いに○○があります。○○の町道挟んで東側になります。ちょ

うど申請地と書いてあります。資料の５５ページを見ていただきますと、５筆

購入予定があるということなんですが、そのうちの今回申請の２筆が農地とい

うことで、５条申請をされております。現況は休耕地でなっております。ここ
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に一般個人住宅を建築される予定です。 

 総工事費が○○○○円でそのうち土地購入費が○○○○円ということで、一

坪当り約○○○○円になります。建築費が安い気がするんですがそれは置いと

いて、建築は必要に応じてコンクリートブロック塀を設置します。それから隣

接地に邪魔にならないように注意をしているということでございます。 

 雨水、排水は既設側溝へ放流する予定となっております。生活排水は公共下

水道へ放流予定です。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画用途区域、準工業地域に用途地域が定められた地

区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転用許

可対象です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。２５ページをお開きください。 

 ７番１ 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ３３３㎡  

     所有権移転です。 

     譲渡人 ○○○○ 

     譲受人 ○○○○ 
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 転用目的は露天駐車場です。 

 

７番２ 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ７６２㎡ ほか２筆 

     所有権移転です。 

     譲渡人 ○○○○ 

     譲受人 ○○○○ 

 転用目的は露天駐車場です。 

 担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ５番。 

 

［５番］ 

 はい。それでは説明をさせていただきます。資料の６１ページから６３ペー

ジを見てください。ちょうど場所はこの○○の駐車場の右手の下の方になりま

す。４筆あります。 

 ７番の１と７番の２は譲渡人が○○○○さんと○○○○さんは夫婦で関連が

ありますので、合わせて説明をさせていただきます。 

 場所は資料の６１ページを見ていただきますと、ちょうどこの下になるんで

すが、４枚あります。○○の駐車場を確保するということになっております。 

 ４筆合計で１，８８３㎡となります。現況は水稲を刈り採りした跡がありま

した。 

 購入価格は土地購入費と造成費合わせて○○○○円となっております。購入

費につきましては、ちょっと不明ですが、いずれにせよ職員用駐車場確保とい

うことです。よろしくお願いします。 

 

［議長］ 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。申請地は、都市計画用途区域、第一種住居地域に用途地域が定められ
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た地区にある農地であることから第３種農地と判断されます。第３種農地は転

用許可対象です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承

認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決定いた

しました。 

 

 日程番号８、議案第１８号「非農地証明交付申請の承認について」を議題と

します。 

 

 １番と２番の案件については隣接地であり、周囲の土地を含めて一体的に山

林化しておりますので、１番と２番の案件について、一括して事務局より議案

の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。６４ページをお開きください。 

 議案第１８号「非農地証明交付申請の承認について」です。 

 １番  農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ３００ｍ 

 所有者 ○○○○ 

 

 ２番  農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ４４９㎡ 

 所有者 ○○○○ 

 非農地の事由は、１０年以上耕作放棄されかつ将来的にも農地として使用す

ることが困難な土地であるためです。 

 担当の松井委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

 ２番。 
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［２番］ 

 はい。２番。説明します。場所は６５ページを見てもらいますと１０号線を

○○方面に南下しまして、しばらく行きますと、右手の方に○○という○○が

あります。申請地はその南側になります。申請者は最初の地番が○○○○さん

＊＊＊＊番。隣次が○○○○さんで＊＊＊＊番＊。 

 この２枚は隣接しておりまして、現状樹木がうっそうと茂っておりまして、

とても耕作地として再興できるのは困難であるかと判断いたしました。以上で

説明終わります。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、それぞれの案件ごとに採決いたします。 

 １番の案件について、本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求

めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 続きまして、２番の案件について、本件原案のとおり承認することに賛成委

員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 日程番号９、議案第１９号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積

計画の決定について」を議題とします。 

 まず、所有権移転です。 

 次の１番の案件につきましては、所有権を移転する者が山口裕三委員本人で

ある案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業

委員会会議規則第１１条の規定により、山口裕三委員は、この案件に関する議

事に参与することができません。 

 山口裕三委員は、退室をお願いします。 
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【山口裕三委員退室】 

 

 それでは、１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

１番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 １８１㎡  

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の坂本幸推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 はい。７番。説明いたします。○○○○様から○○○○様へ有償での所有権

移転です。○○○○様は認定農業者であり、畑作及び○○などされています。 

 申請地は○○交差点を南に○○方面に向かうと○○川にかかる○○橋を渡り

きったらすぐ堤防沿いに東に１５０ｍぐらいのところの田んぼです。 

 現状は畦塗りがして水が張って、植える準備がしてありました。 

 価格は１８１㎡で○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 山口裕三委員は、席へお戻りください。 
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【山口裕三委員入室】 

 

 続きまして、２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 ３４４㎡ ほか１筆 

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の坂本幸推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

 はい。７番。説明いたします。○○○○様から○○○○様へ有償での所有権

の移転です。 

 申請地は前の１番で説明いたしました、○○○○様の田んぼに隣接する田ん

ぼですので場所などの説明は省かせていただきます。 

 価格ですが、８８６㎡で○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい。 

３番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

     畑 １，１７５㎡ ほか３筆 

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当代理の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの所有権移

転です。○○○○さんは認定農業者ではありませんけども、米と甘藷等を生産

されております。 

 申請地は○○○○線を○○に向けて行くと、○○地区の○○のところを左折

していただき、○○に向けて約３００ｍほどをまた左折し、２００ｍ前後ぐら

いで私道と見られる右折の道があります。それを５、６０ｍ行った左側になり

ます。 

 ＊＊＊＊番は荒れて、竹林状態になってありました。それと＊＊＊＊番地は

１２筆ほどが１枚で耕運されてありました。 

 ＊＊＊＊番地と＊＊＊＊番地は１３筆ほどが１枚でやっぱ耕運されていまし

た。 

 合わせると１，４４４㎡です。なお、＊＊＊＊番地の竹林を、これが１番大

きいんですけども、１，１７５㎡の土地の竹林を元の畑に戻すということが条

件で、無償だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

 事務局及び担当代理推進委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 
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 本件原案のとおり決定することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 次に４番の案件につきましては、所有権の移転を受ける者が松崎久範委員本

人である案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項及び高鍋町

農業委員会会議規則第１１条の規定により、松崎委員は、この案件に関する議

事に参与することができません。 

 

 松崎委員は、退室をお願いします。 

 

【松崎久範委員退室】 

 

 それでは、４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

４番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     畑 ２，４５１㎡ ほか３筆 

所有権を移転する者     ○○○○ 

所有権の移転を受ける者   ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

 はい。１番。説明します。○○○○さんから○○○○さんへの有償移転です。 

 ○○○○さんは認定農業者で甘藷、ばれいしょ、人参等を栽培されています。 

 申請地は、○○線の○○から北へ５０ｍほどの農地になります。西側に＊＊

＊＊番＊、＊、＊の３筆が１枚の畑で、東側に＊＊＊＊番＊の畑になります。 

 現地を確認したところ、ロータリーできれいに整地をされていました。 
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 価格は全部で○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました 

 

 松崎久範委員は、席へお戻りください。 

 

【松崎久範委員入室】 

 

 次に利用権設定です。 

 

 次の１番の案件につきましては、利用権の設定を受ける者が橋口昌央推進委

員本人である案件ですので、高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定により、

橋口昌央推進委員は、この案件に関する議事に参与することができません。 

 橋口昌央推進委員は、退室をお願いします。 

 

【橋口昌央推進委員退室】 

 

それでは、１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

１番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 ２，５８０㎡ ほか２筆 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 
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［議長］ 

 推進委員５番。 

 

［推進委員５番］ 

 はい。５番。説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の再設定

です。○○○○さんは早期水稲。そして、ブロイラーの経営をされております。 

 申請地は３か所ありまして、○○から東へ２００ｍ行って、南へ１５０ｍ行

ったところと、○○○○から西へ１００ｍ行ったところ。また、○○から北西

へ７０ｍ行ったところの農地で、いずれも水田です。 

 現地を確認したところ、田植ができる状態でした。 

 期間は５年間で、金額は反当り○○○○円とのことです。以上です。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 橋口昌央推進委員は、席へお戻りください。 

 

 【橋口昌央推進委員入室】 

 

 続きまして、２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。 

２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     田 ８２７㎡ ほか１筆 

利用権を設定する者    ○○○○ 

利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 
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［議長］ 

推進委員５番。 

 

［推進委員５番］ 

 はい。５番。説明いたします。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新

規の設定です。○○○○さんは早期水稲及びキャベツ、白菜などを栽培されて

おります。 

 申請地は○○の信号から○○の浜へ向かって行きますと、踏切があります。

そこを左へ行きますと、○○があり、その東側の農地で水田です。 

 現地を確認したところ、やはり田植ができる状態でした。 

 期間は５年間で、金額は玄米で年間○○㎏です。以上です。 

 

［議長］ 

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

３番  農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

           畑 １，３５５㎡  

     利用権を設定する者    ○○○○ 

     利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口昌央推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

 はい。３番。説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの利用権の

更新の申請です。耕作者の○○○○さんは認定農家でキャベツや白菜、早期水

稲栽培、早期水稲ＷＣＳ等の作業受託など幅広く経営されています。 
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 申請地は、○○＊＊＊＊番、１，３５５㎡の畑で、場所は○○坂を上り、○

○を１００ｍほど通りすぎた交差点を東に２００ｍほど進みますと、○○の跡

の施設があります。その施設の右側、南側になりますけども、道を挟んで一段

下がった畑になります。 

現地には隣の畑と１枚に整地されており、耕されておりました。 

 賃貸期間は１０年間、料金は年間１０ａ当り約○○○○円だそうです。 

 以上です。 

 

［議長］ 

 次の４番から６番までの案件につきましては、農地中間管理事業を活用した

利用権設定となっており、利用権の設定を受ける者につきましては、すべて公

益社団法人宮崎県農業振興公社となっております。 

 事務局による議案説明の際に、利用権設定を受ける者についての説明は省略

いたします。 

 

 ４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 ４，１２３㎡   

       利用権を設定する者    ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

 はい。１番。説明します。○○○○さんから農地中間管理事業を使っての公

益社団法人宮崎県農業振興公社への利用権貸借の新規設定です。 

 申請地は○○線を行くと右側に○○があり、更に行くと県道○○線の道路を

右側に曲がり、１５０ｍ先の東側の農地になります。 
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 耕作者は、認定農業者の○○○○さんです。 

 現地を確認したところ、貸借は５月１日ですが、所有者了承済みでじゃがい

もが栽培されています。 

 期間は１０年間で、賃借料は１０ａ当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。 

 ５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

          畑 ３，３４０㎡  ほか１筆 

    利用権を設定する者    ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員１番。 

 

［推進委員１番］ 

はい。１番。説明します。○○○○さんから農地中間管理事業を使っての公

益社団法人宮崎県農業振興公社への利用権貸借の新規設定です。 

 申請地は先ほど述べた○○○○さんの畑、北側隣の農地＊＊＊＊番地の＊と

西側隣の農地＊＊＊＊番地＊になります。 

 耕作者は、認定農業者の○○○○さんです。 

 現地を確認したところ、先ほど述べた○○○○さんの畑と一緒になっていて、

１枚の畑でじゃがいもが栽培されています。 

 期間は１０年間で、賃借料は１０ａ当り○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

 ６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

 はい。６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             田 １，３６２㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

 担当代理の坂本実推進委員より御説明をお願いします。 

 

［議長］ 

 推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

 はい。２番。説明いたします。農地中間管理事業を介した利用権の設定です。 

 ○○○○さんから農業振興公社を介して○○○○さんとの契約になります。 

 ○○○○さんは認定農業者で米、甘藷、あと長ネギ等を生産しております。 

 申請地は高鍋の○○を○○に向け、約１０ｍで左折し、○○に向かって約１

３０ｍぐらい行ったところの左側になります。田んぼの１番最後の左ですね。 

 農地は田植の準備のため、代かき等がされていました。 

 契約期間は５年間で、１０ａ当り○○○○円だそうです。以上です。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員及び担当代理推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

  

 ２番から６番まで、５件の案件について、一括して採決したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

 それでは、異議がないようですので、一括して採決することといたします。 

 ２番から６番まで、５件の案件について、原案のとおり決定することに賛成

委員の挙手を求めます。 

 挙手全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 日程番号１０、議案第２０号「荒廃農地調査に伴う農地・非農地の判断につ
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いて」を議題とします。 

 事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

 はい。今月は坂元洋子委員と永友推進委員の担当地区７地区において、３月

３日に現地調査を実施して、非農地と判断いただきました１８７筆７１，６４

８.６９㎡を議案に上げております。 

 場所は、○○、○○、○○、○○になります。 

 

 説明いたします。 

 議案は８１ページの１番と２番。航空写真は９７ページで、場所は○○の北

西の辺りになります。 

 

 続きまして、議案は８１ページの３番から１２番。そして８２ページの１３

番と、９５ページ１６９番。航空写真は９９ページで、場所は○○付近の線路

沿いになります。 

 航空写真につきましては、この９９ページから１１０ページまで、ずっと北

に続いております。 

 １０１、１０４、１０８、１０９ページは拡大した写真が入っております。 

  

 続きまして、議案は８２ページ１４番から２４番と、８３ページ２５番から

２８番と３１番と３２番。航空写真は１００ページになります。 

 

 続きまして、議案は８３ページ２９番、３０番と、３３番から３６番。議案

は８４ページ３７番から４８番と、８５ページの４９番。で、８６ページの６

４番から６６番。航空写真は１０３ページになります。 

 

 続きまして、議案は８５ページ５０番から６０番と、８６ページ６１番から

６３番と、６７番から７２番。で、８７ページ７３番から８３番。こちらが１

０３ページですね。さっき説明したのがすみません１０３ページと申しました

けど、１０２ページになります。訂正いたします。 
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 続きまして、議案は８７ページ８４番と、８８ページの８５番から９１番と、

９５番、９６番。８９ページの９７番から１０５番。航空写真は１０５ページ

になります。 

 

 続きまして、議案は８８ページ９２番から９４番と、８９ページの１０６番

から１０８番。９０ページの１０９番から１１５番。航空写真は１０６ページ

になります。 

 

 続きまして、議案は９０ページの１１６番から１２０番と、９１ページの１

２１番から１２８番と１３２番。９２ページの１３３番から１３７番と、１４

０番から１４４番。９３ページが１４５番から１５１番、１５３番、１５５番、

１５６番。９４ページの１６３番。航空写真は１０７ページになります。 

 あと１０８ページと１０９ページに拡大した写真をつけております。 

 

 続きまして、議案は９３ページ１５２番と１５４番と、９４ページ１５７番

から１６２番と１６４番から１６６番。航空写真は１１０ページになります。 

 

 続きまして、議案は９４ページの１６７番、１６８番。航空写真は１１１ペ

ージで、場所は○○と○○の南側の辺りになります。 

 

続きまして、議案は９５ページ１６９番から１７２番。航空写真は１１２ペ

ージで、先ほどの航空写真１１１ページの南側で、○○の坂を上がったところ

になります。 

 持田の４１９３番１の上のところが○○さんの鶏舎で、その付近に４筆あり

ます。 

 

 続きまして、議案は９５ページ１７３番と１７４番。航空写真は１１３ペー

ジになります。 

左の道路が県道○○に上がる部分ですけども、その東側になります。 
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 続きまして、議案は９５ページの１７５番。航空写真は１１４ページで先ほ

どの航空写真の１１３ページの南東の辺りになります。 

 

 続きまして、議案は９５ページ１７６番。航空写真は１１５ページになりま

す。 

 ちょっと見えませんけど、左上○○があったところの南側が１７６の＊＊＊

＊番の＊になります。 

 右下に見えますのが、○○○○になります。 

 

 続きまして、議案は９５ページの１７７番から１８０番。９６ページの１８

１番と１８２番。航空写真は１１６ページになります。 

 ○○に向かう上り坂の左側になります。 

 

 続きまして、議案は９６ページ１８３番。航空写真は１１７ページで国道１

０号線○○の東側になります。 

 

 続きまして、議案は９６ページ１８４番。航空写真は１１８ページで右に見

える道路が国道１０号線で、場所は○○○○さんの鶏舎がありますが、その南

側になります。 

 

 続きまして、議案は９６ページ１８５番から１８７番。航空写真は１１９ペ

ージで、真ん中の辺りが○○で、右にある長く見えるのが線路になりますけど、

その間に３筆あります。 

 

 早口で申しましたけど、以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 



 

35 

 

 

 日程番号１１、議案第２１号「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検、評価（案）及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

について」を議題とします。 

 

 事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい。農林水産省からの「農業委員会の適正な事務実施について」により、

活動の点検、評価及び目標とその達成に向けた活動計画の策定を行うものでご

ざいます。 

 

それでは令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検、評価からご説

明いたします。 

主なもののみ、御説明いたします。資料は１２１ページからになります。 

１２１ページにつきましては、令和２年３月１５日現在の農業委員会の状況

ということで、農業の概要と農業委員会の現在の体制の数値を記載しておりま

す。 

 

続きまして、１２２ページをお開きください。 

担い手への農地の利用集積、集約化について、２番の令和２年度の目標及び

実績につきましては、左から３つ目の（うち、新規実績）になりますけど、１

０．４ｈａが令和２年度の集積の実績になります。 

 

 続きまして、１２３ページを説明します。 

新規参入についてでございますが、２番令和２年度の参入実績２番になりま

すけど、今年度は新規就農者の参入には至りませんでした。 

 

 続きまして、１２４ページをお開きください。 

遊休農地の解消についてです。 

 ９月に委員の皆さまの御協力のもと、町内全域を対象に農地利用状況調査を
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実施いたしました。 

 農地相談員も年間を通じて、現地調査を行っております。 

 ２番の令和２年度の解消実績②番に記載がありますけど、今年度の解消面積

は１．２ｈａでございました。 

 

 続きまして、１２６ページをお開きください。 

 農地法等により、その権限に属された事務に関する点検ということで、今年

度の総会で御審議いただきました農地法第３条、第４条、第５条に関する案件

を記載いたしております。 

 

 続きまして、１２７ページの農地所有適格法人からの報告への対応、そして、

４番の情報の提供等ということで記載いたしております。 

 

 続いて、１２９ページ差し替えをお願いしたいんですけど、１２９ページに

つきまして、令和３年３月１５日現在の農業委員会の状況ということで、農家、

農地等の概要と農業委員会の現在の体制の数値を記載しております。 

 

 続きまして、１３０ページをお開きください。担い手への農地の集積、集約

化ということで、２番なりますけど令和３年度の目標及び活動計画の（うち新

規集積面積）になりますが、農地等の利用の最適化の推進に関する指針によっ

て、３年間で３０ｈａと設定しているため、１年で１０ｈａとしております。 

 

 次に新規参入につきましては、１３０ページ、３－２になりますけど、昨年

度と同じ２経営体としております。 

 

 続きまして、１３１ページ遊休農地に関する措置につきましては、３年間で

９ｈａを設定しておりますので、１年で３ｈａとしております。 

 

 それぞれ令和２年度に策定をいたしました。「農地等の利用の最適化の推進に

関する指針」において設定をしております。 
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 以上早口ですが説明を終わります。 

 

［議長］ 

 ただいま事務局の説明が終わりました。 

これに対して御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

 以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

 これをもちまして、令和３年第３回高鍋町農業委員会総会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

                          (閉会１５時１３分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


